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市会運営委員会委員長

古川|直季様

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長嶋村勝夫

各会派等から 提出 された検討項目について

1月 31日開催の横浜市会基本条例 の制定に関する調査特別委員会において、

各会派等から提出された検討項目 の取り扱いを協議 した結果、 別紙の項目につい

ては、市会運営委員会において、 その実施の有無を含め 、協議していただくこと

を依頼することと決定いたしましたので、市会運営委員会での取り扱いをお願い

申し上げます。



運営委員会に検討を依頼する会派等提出の検討項目

市会運営委員会申し合
わせ・確認事項

本会議、予算・決算特別委員会における通告に
ついて規定

本会議 |局長答弁の導入

答弁者 局当
常任委員! 1:r:3<:~ I答弁者見直し
:Z:;; 

委員会出席部長を市会説明員として l地方自治法
届け出て、所管部長答弁を可能とす
る。(議案及び報告事項に関しては、
従来どおり、局長から説明)

「普通地方公共団体の長、教育委員会の委員
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委
員長文は公平委員会の委員長、公安委員会の
委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長

第121条|及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表
者又は委員並びにその委任文は嘱託を受けた
者は、議会の審議に必要な説明のため議長から
出席を求められたときは、議場に出席しなけれ
ばならない。」

質問通告内
容等

局当 本会議

l第44条第 Ir通知書には、発言の要旨、討論については反目 .横浜市会会議規則 I ~":~~:;P I 
質問通告内容及び書式等の検|通告書への通告内容の明確化及び平rJl'('........II..，..l..Iro..，L.lrrrr.D;p;r.l1"，R"J 12項 |対、 賛成の別を記載しなければならない。」

討 |準化等 l長蚕逼面長亘蚕高じ言T一一一一一-1五ji語五五亨5i:込34五百五員五2主任15主14.
わせ・確認事項 1 1に関する事項について規定

第109条 |
~第 |条例で、常任・特別・運営委員会を置くことができ110 I 
条 |る旨規定

地方自治法

委員会構成 11民主 ヨ桂昌 .6.
3<:'Ji'司l:Z:;;

I~i員定数削減に伴い、常任委員会構
常任委員会副委員長数の見直|

|成の委員数も減少している中、副委員
し |

l長が2名必要か。

横浜市会委員会条例

常任及び運営委員会を設置すること、また、委員
長及び副委員長若干名を置くことを規定。特別
委員会を議決により設置することを規定
※常任:8、特別 :7委員会設置

請願・陳情審
査 11当局

常任委 E

A 貝|請願の付託先見直し
:Z:;; 

公有財産の管理、コンブライアンス、
人事の総括としての見解を求める請 ， l横浜市会請願及び陳情
願は、原則として所管局の委員会に付ll取扱要綱
託、案件によって財政局や総務局等 ' 
が出席

請願及び陳情の取扱いについて規定

民主 :>!<:'"ヨ .6.
3<:主主主主

委員会視察は、 通常の委員会と同様
の扱いとすべき。

一一一一---~地方自治法
行政視察の形骸化。年2回も必
要か。

第109条
~第110
a乙
耳昭二

第109条第4項「常任委員会は、その部門に属す
る当該普通地方公共団体の事務に関する調査
を行い、議案、陳情等を審査する。」
※第109条の2(運営委員会)及び第110条(特別
委員会)においても同様の規定がある。

視察の取り扱い

共産
常任委員
.6. 
:Z:;; 

市外視察が本当に年2回必要か、横
浜市政のために役立つ視察内容かを

年2回の市外視察を行っている|調査検討し、回数、経費、内容、市民
が、本当に横浜市政に役立つ視|への報告など是非を含めて市民参加
察なのか、検証する必要があ |で見直しをすすめる。その結果、視察
る。 1を実施することになった場合には、行

政視察の報告書と旅費収支報告を
ホームページ上で公開する。

本会議開催前の「予鈴」は廃止し、「ア l横浜市会会議規則
ナウンス」または「別の音」にすべき。

横浜市会会議規則 第71条
「委員会は、審査または調査のため、委員を派
遣しようとするときは、あらかじめ議長の承認を
得なければならない。」

行政視察

民主 |本会議 |開会ベル 第8条第 Ir会議の開始は、振鈴で報知する。」
2項

請負契約議案に関する財政局
審査への工事所管局の出席

地方自治法
弟 条 I~常任委員会は、その部門に属する当該普通地件109~ I 

|方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、
第4項|

l陳情等を審査する。」

審議・報告事
項等

局当 常任委員 |議決を要しない寄付受納報告の|①廃止 ②常任委員に資料配付 ③ l寄附受領につき市会議
去 l取り扱い |報告する金額の基準を設ける等 l決の要否について

「議決を要しない寄附受領の場合には、市会常
一 目任委員会にその旨報告するJこと旨の通達(総務

局長依命通達S25.8.30)

当局交代に伴う待機時間解消
に向けた10分-15分程度の休
憩時間の確保


